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廿日市市人権推進委員会設置要綱  
 
（設置） 

第１条  本市における人権行政に関する施策について、市民から幅広く意見を求め

るため、廿日市市人権推進委員会（以下「委員会」という。）を置く。 
（委員会の役割） 

第２条 委員会は、人権に関する諸問題について討議し、その意見を整理し、及び集

約するとともに、人権施策に対して提言を行う。 

（組織） 
第３条 委員会は、委員１０人以内で組織する。 
２ 委員は、人権について見識を有する者の中から市長が委嘱する。 
（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任されることを妨げない。 
２ 委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
（委員長及び副委員長） 

第５条 会議の効率的かつ円滑な運営を図るため、委員長及び副委員長を置き、委員

の互選によってこれを定める。 
２ 委員長は、会務を総理する。 
３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき、又は委員長に事故あるとき

は、その職務を代理する。 
（運営） 

第６条 会議は、次に掲げる方法により運営するものとする。 
（１） 会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。 
（２） 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。 
（３） 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決す

るとこ 
ろによる。 

（４） 必要に応じ、市の関係課職員等を出席させることができる。 
（事務局） 

第７条 委員会の事務局は、市民生活部人権・男女共同推進課に置く。 
（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、運営について必要な事項は、委員会において

定める。 
  

附 則 
 （施行期日） 
１ この要綱は、平成１８年１２月１日から施行する。 
（任期の特例） 

２ この要綱の施行後に最初に委嘱される委員の任期は、第３条第１項の規定にかか
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わらず、平成２１年３月３１日までとする。 
附 則 

 （施行期日） 
 この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 
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